






発議案第 1 号『盛岡市市税条例の一部を改正する条例について』について、市政クラブ

を代表して意見を述べます。 

 

この改正の趣旨は、年度初めに 18歳未満の子どもがいる世帯の国民健康保険税の、その

子どもに係る被保険者均等割を減免するものです。 

 

子育て世帯への支援は、少子化が進む中で大変重要なことと考えます。しかし、この条

例改正の恩恵を受ける子育て世帯は限定的であり、その効果に疑問を抱くものです。 

 

盛岡市の国民健康保険加入者は 60 代以上が 55％以上を占めており、子育て世帯の多く

は、職場で加入する健康保険に入っています。平成 27年の国勢調査によれば市内の子ども

のいる世帯数は 25,868世帯あるのに対して、この条例改正の減免対象になる世帯は約 2000

世帯に過ぎません。一部の子育て世帯を対象としたこの減免よりも、現在盛岡市が行って

いる医療助成事業の拡充を進め、盛岡市の全ての子どもに支援が行き渡ることを目指すべ

きだと考えます。 

 

また、日本の社会保険料は諸外国と比べても圧倒的に高く、市民の間には健康保険税を

出来るだけ低く抑えて欲しいという要望があります。市はこれに応え、盛岡市国民健康保

険会計に財政調整基金からの繰入を行なって健康保険税の増税を回避しています。 

発議案第 1 号にある子育て世帯への減免が財政調整基金を財源として行なわれた場合、

盛岡市が行っている国民健康保険税の据え置きに影響を与えてしまう懸念を拭いきれませ

ん。 

 

以上の理由から、発議案第１号『盛岡市市税条例の一部を改正する条例について』に反

対します。 






















